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令和３年第２回杵築市議会臨時会に提出いたしました議案等につい

て、説明を申し上げます。 
 

はじめに、議案第４０号 令和３年度杵築市一般会計補正予算（第

２号）については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金に基づく事業が主なもので、総務費、民生費、衛生費、商工費、教

育費において１億７ , ４８９万９千円を追加補正し、補正後の予算の

総額を１７５億１ , ２９２万９千円といたしました。 
主な補正の概要を、歳出から款を追って、説明を申し上げます。 
まず、総務費では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地方

移住が注目されていることから、空き家に関連する情報を地理情報シ

ステムに一元的に整備する経費１，１４０万６千円、仕事を持ったま

まテレワークができる県外からの移住者について、インターネット環

境整備等を含めた住宅改修経費の補助に要する経費１，２００万円と

テレワーク移住補助金１９０万円を計上しました。 
民生費では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て

世帯の生活を支援する取組として、放課後児童クラブの保護者負担金

を全額免除する経費１０４万６千円を計上しました。 
衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる市民の利便

性確保のため、より多くの医療機関の協力を得ることを目的として、

協力金を支給する経費１，６７０万円、新型コロナウイルス感染症の

流行に備え、避難所・公共施設・医療機関に感染対策物品を整備する

経費１，０００万円を計上しました。 
商工費では、県が楽天市場に開設している「おんせん県おおいたオ

ンラインショップ」での杵築市特産品の販売促進をより一層推進する  

ため、本市独自の増量キャンペーンを実施する経費１，１００万円、

ふるさと納税やオンラインショップ等で提供可能な商品の開発や既存

商品の改良、増産にかかる経費の一部に対する助成として１，０００
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万円、城下町杵築エリアを舞台に隠された宝箱を探し出す回遊イベン

トを実施する経費１，４５０万円を計上しました。 
教育費では、ＧＩＧＡスクール構想実現に向け、同じ性能のタブレ

ットを児童、生徒、教員へ配備するための経費４，４４７万４千円、

校舎内の消毒等の感染症対策を行うスクール・サポート・スタッフを

配置する経費９４２万７千円、学習内容の定着が不十分な児童生徒に、

きめ細かいフォローを行うため、学習指導員を配置し、複数によるテ

ィームティーチング指導を実施するための経費２４８万６千円、小中

学校の修学旅行において、新型コロナウイルス感染症対策として、１

台あたりのバス乗車人数を減らすためにバスを増便する経費２７３万

４千円、新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえた成人式を実施

するため、参加者全員のＰＣＲ検査の実施や会場に来ることができな

い新成人及び保護者等に対し、ウェブ上で式典の配信を行う経費１８

３万円、使用停止中の立石体育館を改修し、立石地区の避難所として

使用できるようにするための経費１，５１５万円、新型コロナウイル

スワクチン接種会場として使用する山香体育館のトイレ改修を行う経

費１３５万８千円を計上しました。 
以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、国・県支出金、

基金繰入金であります。 
 
次に、議案第４１号 令和３年度杵築市立山香病院事業会計補正予

算（第１号）については、新型コロナウイルス感染症の拡大が予想さ

れるため、安価でＰＣＲ検査の提供に必要な検査材料、検査薬品材料

の購入や診療体制の充実を図るとともに、ワクチン集団接種時の副反

応に備える経費を計上しました。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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続きまして、報告第４号から報告第１０号までの専決処分の報告に

ついて、説明を申し上げます。 
 
まず、報告第４号 令和２年度杵築市一般会計補正予算（第１７号 

）の専決処分の承認を求めることについては、３月補正時では反映し

きれなかった各事業の事業費の決算見込みに伴い、減額補正したのが

主なものです。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金や特別交付税等の交付額の確定に伴い、財源調整を行う必要があ

ったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたし

ましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるも

のです。 
 
次に、報告第５号 令和２年度杵築市国民健康保険特別会計補正予

算（第５号）の専決処分の承認を求めることについては、事業費の決

算見込みに伴い減額補正し、併せて、財源調整を行う必要があったた

め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第６号 令和２年度杵築市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）の専決処分の承認を求めることについては、保険料納

付額の決算見込みに伴い減額補正を行う必要があったため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第

３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第７号 令和２年度杵築市介護保険特別会計補正予算（ 

第４号）の専決処分の承認を求めることについては、各介護サービス 
の事業費の決算見込みに伴い減額補正し、併せて、基金積立てを行う 
必要があったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処
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分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を

求めるものです。 
 
次に、報告第８号 令和３年度杵築市一般会計補正予算（第１号）

の専決処分の承認を求めることについては、新型コロナウイルス感染

症対策として、低所得のひとり親世帯に対する給付金、新型コロナウ

イルスワクチン接種及び体制整備に係る経費について、早急に実施す

る必要があったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認

を求めるものです。 
 
次に、報告第９号 杵築市税条例等の一部を改正する条例の専決処

分の承認を求めることについては、地方税法等の一部改正に伴い、固

定資産税において令和５年度まで現行の負担調整措置を継続するとと

もに、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、令和３年度に限り、

同措置により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く措

置を講ずるなどの所要の改正や、軽自動車税における軽減措置の対象

の見直しや延長などの所要の改正について、地方自治法第１７９条第

１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によ

り議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第１０号 杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認を求めることについては、地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条に基づく地方

税の課税免除を定める省令の改正及び半島振興法第１７条の地方税の

不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の改正に伴い、

固定資産税の課税免除等の期間の延長など所要の改正について、地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同
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条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。  
 
以上、専決処分７件について、報告いたしました。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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